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警察庁

 

奥飛騨温泉郷観光協会

奥飛騨温泉郷連合町内会

NTT⻄⽇本
または

NTT東⽇本 飛騨山脈ジオパーク推進協会

高山市

消防庁

高山市
消防本部 高山市消防団

NHK

凡例

焼岳

岐⾩県危機管理部
国⽴⼤学法⼈京都⼤学⼤学院農学研究科 宮⽥秀介准教授

火山防災協議会構成機関

協議会・事務局構成機関

名
古
屋
地
方
気
象
台

東
京
管
区
気
象
台

古川土木事務所

国⽴⼤学法⼈京都⼤学防災研究所付属地震災害研究センター上宝観測所 ⼤⾒⼠朗所⻑

中⽇本高速道路（株） 安房峠道路営業所

高山市
危機管理課

報道機関

高山市上宝支所

新穂高ロープウェイ
奥飛観光開発（株）

濃飛乗合⾃動⾞（株）運輸事業部

岐⾩県タクシー協会飛騨支部

高山市消防本部

焼岳火山防災協議会 火山防災情報伝達系統図（岐⾩県側）

飛騨市

気
象
庁
火
山
監
視
・
警
報
セ
ン
タ
ー

岐⾩県警察本部

登
山
者
・
観
光
客
・
地
域
住
⺠
等

岐
⾩
地
方
気
象
台

岐⾩県
危機管理部 高山警察署

岐⾩県北アルプス山岳遭難対策協議会

陸上⾃衛隊第35普通科連隊

国土地理院中部地方測量部

岐⾩県
飛騨県事務所

飛騨森林管理署

神通川水系砂防事務所

・ 太線枠で囲まれている機関は、気象業務法施⾏令第8条第1号及び第9条の規定に基づく法定伝達先。
・ ⼆重線の経路は、気象業務法第15条の2によって、特別警報（噴火警報（居住地域）が位置づけられている）の通知もしくは周知の措置
が義務付けられている経路。

・ 太線及び⼆重線の経路は、噴火警報、火⼭の状況に関する解説情報（臨時）及び噴火速報が発表された際に、活動火⼭対策特別措置
法第12条によって、通報⼜は要請等が義務付けられている伝達経路。

・ 実線は気象庁が発表する焼岳に関する火⼭防災情報の伝達系統を⽰し、これに関する情報共有は実線及び点線の経路を⽤いて⾏う。

噴火警報・
予報に限る



新

 

奥飛騨温泉郷観光協会

奥飛騨温泉郷連合町内会

飛騨山脈ジオパーク推進協会

中尾地熱発電（株）（シーエナジー）

⻄穂山荘

新穂高登山指導センター

高山市消防団

NHK

国⽴⼤学法⼈京都⼤学防災研究所付属地震災害研究センター上宝観測所 ⼤⾒⼠朗所⻑
国⽴⼤学法⼈京都⼤学⼤学院農学研究科 宮⽥秀介准教授

凡例
火山防災協議会構成機関

協議会・事務局構成機関

焼岳火山防災協議会 火山防災情報伝達系統図（岐阜県側）
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警察庁

NTT⻄⽇本
または

NTT東⽇本

高山市

消防庁

高山市
消防本部

新穂高ロープウェイ
奥飛観光開発（株）

登
山
者
・
観
光
客
・
地
域
住
⺠
等

高山市
危機管理課

岐阜県警察本部警備第二課

岐
阜
地
方
気
象
台

岐阜県
危機管理部

岐阜県
飛騨県事務所

岐阜県危機管理部

岐阜県タクシー協会飛騨支部

高山市消防本部

中部山岳国⽴公園奥飛驒ビジターセンター

報道機関

高山市上宝支所

濃飛乗合⾃動⾞（株）運輸事業部

飛騨森林管理署

神通川水系砂防事務所

古川土木事務所

飛騨市

中⽇本高速道路（株） 安房峠道路営業所

高山警察署

岐阜県北アルプス山岳遭難対策協議会

陸上⾃衛隊第35普通科連隊

国土地理院中部地方測量部

噴火警報・予
報に限る
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・ 太線枠で囲まれている機関は、気象業務法施⾏令第8条第1号及び第9条の規定に基づく法定伝達先。
・ ⼆重線の経路は、気象業務法第15条の2によって、特別警報（噴火警報（居住地域）が位置づけられて
いる）の通知もしくは周知の措置が義務付けられている経路。

・ 太線及び⼆重線の経路は、噴火警報、火⼭の状況に関する解説情報（臨時）及び噴火速報が発表された
際に、活動火⼭対策特別措置法第12条によって、通報⼜は要請等が義務付けられている伝達経路。

・ 実線は気象庁が発表する焼岳に関する火⼭防災情報の伝達系統を示し、これに関する情報共有は実線及
び点線の経路を⽤いて⾏う。 また、必要に応じて関係する他機関へも連絡を⾏う。


